
特別徴収義務者各位 

 

市民税・県民税・森林環境税 特別徴収のしおり 

越前市 税務課 

 

特別徴収義務者の指定について 

  

特別徴収事務について、日頃からご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

事業主は、地方税法第 41 条及び第 321 条の 4 第 1 項及び越前市市税賦課徴収条例第 45 条の規定により、市民税・県民税・森林環境税（以下、市民

税・県民税）の特別徴収義務者に指定されます。特別徴収義務者（事業主）は、特別徴収税額の通知書を受けて、納税義務者（従業員）の給与から税額

を天引きして市へ納入してください。 

  

1 月末までにご提出いただいた給与支払報告書（総括表）の特別徴収対象者欄に人数の記載があった場合、特別徴収義務者として指定しています。 

 

所得税を源泉徴収する義務のある給与支払者（事業主）は、アルバイト、パート、役員等を含むすべての受給者（納税義務者）から市民税・県民税を

特別徴収（給与天引き）することが法令で義務付けられています。（特別な理由がない限り、普通徴収にすることは認められていません。） 

福井県では、平成 28 年度からすべての市町で特別徴収の実施を徹底する取り組みを行っておりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

  



 

特別徴収の取り扱いについて 

 

1．特別徴収  

 納税者の便宜を図るため、地方税法第321条の3および越前市市税賦課徴収条例第44条の規定により市民税・県民税を6月から翌年5月までの年12回に

分けて、毎月の給与から差し引いて事業所ごとに納入していただく制度をいいます。 

2．特別徴収義務者  

 地方税法第 321 条の 4及び越前市市税賦課徴収条例第 45条の規定により指定された給与支払者をいいます。特別徴収義務者は、給与の支払いをする

際、市から発送された税額通知書により毎月定められた税額を給与から差し引いて、定められた期限までに納入する義務が生じます。 

3．特別徴収税額の通知書  

 特別徴収の関係書類を受け取られましたら、その内容をご確認ください。特別徴収義務者指定番号は、貴事業所を表示するものです。今後、市に提

出される特別徴収関係書類あるいは照会については、必ず指定番号を明示してください。「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の通知書（納税義

務者用）」は、受け取り後、月末日までに各納税義務者にお渡しください。 

4．毎月の給与から天引きする特別徴収税額  

 「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書（特別徴収義務者用）」に基づき、各納税義務者の給与から天引きして

納入してください。 

また、納税義務者の期限後申告や給与支払報告書の訂正、所得・控除内容の調査結果により、通知済の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴

収税額の変更通知書」を送付しますので、変更月から徴収金額を変更して納入してください。なお、納入書については税額の変更の都度送付いたしま

せん。お持ちの納入書の金額を訂正してご使用ください。（訂正方法は P5参照） 

5．納期限・納入場所  

 納期限は、各納税義務者の給与から天引きした月の翌月 10 日（10 日が金融機関の休業日のときは、翌営業日）です。以下の納入場所に納入してくだ

さい。（期限を過ぎると督促料・延滞金が加算される場合があります。）ゆうちょ銀行・郵便局を初めて利用される場合は、「指定通知書」をその窓口に

提出してください。 

 納入場所：福井銀行・北陸銀行・北國銀行・福井信用金庫・北陸労働金庫・越前たけふ農協・福井県農協・ゆうちょ銀行または郵便局 

6．異動届などの提出  

 退職・休職・転勤等の事由により納税義務者の給与から市民税・県民税を天引きできなくなった場合は、その事由が発生した日の属する月の翌月 10

日までに「給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。（地方税法施行規則第 9条の 5） 

給与支払報告書提出後、退職等で給与の支払を受けなくなった人がいる場合にも、4 月上旬までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。 

また、入社等により新たに徴収すべき事実が発生したときは、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。 

特別徴収対象者のうち、天引きする市民税・県民税が 0 円（非課税）の方が退職した場合でも、「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。 

 



7．退職・休職者等の徴収方法  

≪6 月 1 日から 12月 31 日までに退職等をした場合≫ 

市に「給与所得者異動届出書」を提出していただくことで、徴収方法が特別徴収（給与天引き）から普通徴収に切り替わり、残りの税額（給与から天

引きする予定だった未徴収税額）は本人（納税義務者）が直接納付していただくことになります。（徴収方法が切り替わる旨を本人に伝えてください。） 

本人の申し出があった場合には、退職時に支払いをする給与や退職手当等から一括徴収した上で納入していただくこともできます。 

≪1 月 1 日から 4 月 30 日までに退職等をした場合≫ 

本人の申し出がなくても、給与から天引きできなくなる税額は、給与又は退職手当等から一括徴収した上で納入していただくことが義務付けられて

います。（地方税法第 321 条の 5第 2 項） 

ただし、一括徴収すべき額が給与又は退職手当等を超える場合は、この限りではありません。 

8．特別徴収義務者（事業所）の所在地・名称変更について  

 所在地・名称等に変更があった場合は、「特別徴収義務者 所在地・名称変更届出書」を提出してください。 

9. 納期の特例について 

一定の条件を満たす事業所については、市へ申請し、承認を受ければ、従業員から徴収した市民税・県民税を毎月納付から年 2 回の納付に変更する

ことができます。（地方税法第 321 条の 5 の 2） 

≪条件≫ 

① 承認を受けようとする事業所等において、給与の支払いを受ける者が常時 10 人未満であること。 

② 承認の取消（上記①の条件にのみ該当しなくなった場合を除く）の通知を受けた日から 1 年以上経過していること。 

③ 本市の徴収金に滞納がないこと。 

≪納入時期≫ 

① 6 月から 11月分：12 月 10 日まで 

② 12 月から翌年 5 月分：6 月 10 日まで 

※10 日が金融機関の休業日のときは、翌営業日が納期限となります。 

≪申請方法≫ 

「納期の特例に関する承認申請書」に必要事項を記入のうえ、越前市税務課に提出し、審査を受けます。 

審査後、事業所に結果を通知します。審査には概ね一週間程度かかります。上記の条件を満たしていない場合は、審査に時間がかかる場合がありま

す。なお、年度途中でも申請は可能です。その場合は、未納分のみ納期の特例を適用します。 

≪条件を満たさなくなった場合≫ 

上記条件を満たさなくなった場合、「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」の提出が必要となります。 

≪各申請書・届出書について≫ 

越前市のホームページからダウンロードすることができる他、令和 7 年 4月から eLTAX による電子申請が利用可能です。 

 

  



10.退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収について  

 退職手当等の支払者（特別徴収義務者）が、退職手当等の支払の際に、退職所得に係る市民税・県民税を特別徴収（天引き）して、翌月 10日までに

納入してください。納入書の「退職所得分」欄及び納入済通知書の裏面の「納入申告書」に必要事項を記入して納入してください。 

なお、「納入申告内訳書」（P14）も必ず提出してください。 

≪退職所得に係る市民税・県民税の計算方法≫ 

①  退職所得の金額＝（収入金額（退職金の額）－退職所得控除額）×1／2 （千円未満の端数切捨て） 

※ 勤続年数に 1 年未満の端数がある場合は切り上げて 1 年とします。 

※ 障害者になったことにより退職した場合には、退職所得控除額に 100 万円加算した額が控除されます。 

※ 勤続年数 5 年以下の法人役員等の退職金については 1／2 は乗じません。 

※ 2 か所以上から退職所得がある場合、上記の計算式のうち、「収入金額（退職金の額）」の部分は「退職金の合計額」として計算します。 

また、それぞれの勤続年数を合わせた年数を勤続年数とします。（重複期間は合わせません） 

② 退職所得の金額①に税率（市民税 6％、県民税 4％）を適用して計算します。 

市民税・県民税額＝退職所得の金額①×税率（市民税 6％、県民税 4％） （百円未満の端数切捨て） 

退職所得控除額算出表 

勤続年数 退職所得控除額 

20 年以下 40 万円×勤続年数（80万円に満たないときは 80 万円） 

20 年超 800 万円＋70 万円×（勤続年数－20 年） 

≪特別徴収票の提出について≫ 

 退職者が法人の役員等であるときは「特別徴収票」を２部作成し、１部を退職後１か月以内に市に提出し、１部を退職者に交付してください。 

退職者が一般の従業員等であるときは「特別徴収票」を１部作成し、退職者に交付してください。市に提出する必要はありません。 

 

◎令和４年分以後からの変更点 

勤続年数 5 年以下の短期勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」と

いうこととされました。 

≪短期退職手当等に係る退職所得の計算方法≫ 

①短期退職手当等の収入金額－退職所得控除額≦300 万円の場合 

退職所得の金額＝（収入金額（短期退職手当等の金額）－退職所得控除額）×1／2 （千円未満の端数切捨て） 

②短期退職手当等の収入金額－退職所得控除額＞300 万円の場合 

退職所得の金額＝150 万円（注１）＋｛収入金額（短期退職手当等の金額）－（300 万円＋退職所得控除額）｝（注２） （千円未満の端数切捨て） 

（注１）300 万円以下の部分の退職所得の金額 

（注２）300 万円を超える部分の退職所得の金額 

≪退職所得に係る市民税・県民税の計算方法≫ 

市民税・県民税額＝退職所得の金額×税率（市民税 6％、県民税 4％） （百円未満の端数切捨て） 

 



特別徴収税額の納入について 
 

◎ 特別徴収税額の第 1回目の月割額は、6 月中に支払う給与から徴収し、それ以降翌年の 5 月まで、毎月給与を支払う際に順次徴収して翌月の 10 日 

（10 日が金融機関の休業日のときは、翌営業日）までに指定する金融機関へ納入してください。 

◎ 退職所得分、延滞金、督促手数料を納付する場合は、給与分に含めず納入金額（2）のそれぞれの欄に記入して納入してください。なお、退職所得 

分を納入される場合は納入済通知書裏面の「納入申告書」に必要事項を記入してください。 

◎ 納入書に記入する場合、必ず黒字で記入してください。 

◎ 特別徴収税額に訂正がある場合は、納入金額（1）の欄の金額を横線で抹消し、納入金額（2）の欄に正しい金額を記入して納入してください。 

また、一括徴収分は給与分に含めて記入してください。 

◎ 納入金額に変更がない場合は、納入金額（2）の欄には金額を記入せずに納入してください。 

◎ 同じ要領で領収証書、納入書、納入済通知書それぞれにご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

※記載例（金額を訂正する場合） 

△ △ ０ ７ ９ ９ ９ ９ 15,000 

915-〇〇〇〇 

越前市□□町 1-2 

 

〇〇株式会社 

△△ 8 10 

２ ７ ０ ０ ０ 

２ ７ ０ ０ ０ 

退職所得に係る市民税・県民税 

を納入する場合は、この欄に記入

してください。 

 納入通知書はすべて年月分の記

載がありますので、ご注意くだ

さい。 

白紙の納付書を使用する際は、 

△△年○○月分と必ずご記入 

ください。 

貴事業所の特別徴収義務者

指定番号です。 

正しい金額を記入してください。 

(例：15,000 円→27,000 円に訂正） 

事業所の住所・名称等に変更があ

りましたら「特別徴収義務者所在

地・名称変更届出書」を提出して

ください。住所・名称等に変更が

あっても、残りの納入書はそのま

ま使用できます。 

印字された金額を黒の二重線

で消してください。 



市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書について 
 

◎ 事業主を特別徴収義務者として指定し、特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）を 5月中に事業主宛てに送付します。また、従業員の異動や期限

後申告等により税額に変更が生じた場合は、随時「変更通知」を送付します。（毎月 15 日頃発送） 

 

＜税額通知書の見方について（例）＞ 

 
① 特別徴収（給与天引き）していただく全従業員の「人数」及び「月別合計金額」が記載されています。 

② 従業員個人の月割額が記載されています。（税額変更通知書の場合は、変更になった従業員のみが記載されます。) 

③ 貴事業所を識別するための「特別徴収義務者指定番号」が記載されています。給与所得者異動届出書や給与支払報告書（総括表）等を提出され

る際には、こちらの番号を記載してください。 

 ※住所については、賦課期日（1 月 1日）時点の住所を記載しています。 

 

 

 

令和△年度 市民税・県民税・森林環境税 

① 

② ③ 

様 


